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令和８年宇治田原町予算特別委員会 

令和８年３月18日 

午 前 1 0 時 開 議 

議 事 日 程（第４号） 

 日程第１  現地審査 

 

１．出 席 委 員 

      委員長     １番  谷 口 茂 弘  委員 

      副委員長    ３番  堀 口 宏 隆  委員 

              ２番  光 島 善 正  委員 

              ５番  山 本   精  委員 

              ６番  今 西 利 行  委員 

              ７番  浅 田 賢 茂  委員 

              ８番  上 野 雅 央  委員 

              ９番  山 内 実貴子  委員 

              10番  藤 本 英 樹  委員 

              11番  田 中 大 典  委員 

              12番  原 田 周 一  委員 

 

１．欠 席 委 員     なし 

 

１．宇治田原町議会委員会条例第18条の規定により会議事件の説明のため出席を求めるも

のは次のとおりである。 

町 長 勝 谷 聡 一 君 

教 育 長 南  亮 司 君 

総 務 政 策 監 奥 谷  明 君 

総務理事兼総務課長 村 山 和 弘 君 

教 育 次 長 兼 

学 校 教 育 課 長 
矢 野 里 志 君 

企 画 財 政 課 長 中 地 智 之 君 

社 会 教 育 課 長 田 村  徹 君 
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１．職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

事 務 局 長 西 尾 岳 士 君 

専 門 官 長谷川  みどり  君 

────────────────────────────────────────── 



１７１ 

開  会   午前10時00分 

○委員長（谷口茂弘） 皆様、改めましておはようございます。 

  ただいまの出席委員は11名でございます。定足数に達しておりますので、昨日に引き

続きまして予算特別委員会を再開いたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎現地審査 

○委員長（谷口茂弘） それでは、日程第１、現地審査に入りたいと思います。 

  17日の委員会後におきまして調整いたしました結果、体育施設集約化事業費及び総合

文化センター改修事業費の２か所といたしたいと思います。これにご異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口茂弘） ご異議ございませんので、直ちに出発いたしますので、よろしく

お願い申し上げます。 

  なお、現地審査終了後、直ちに現地審査に係る質疑を行いますので、委員会室にお集

まりください。お手元の資料をお持ちの上、バスにご乗車をお願いいたします。 

  それでは、早速ですが、出発いたします。 

現地視察（午前10時01分～午前11時15分） 

○委員長（谷口茂弘） 皆様、現地審査ご苦労さまでございました。 

  現地審査につきまして直ちに質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口茂弘） ないようでございますので、現地審査につきましてはこの辺にと

どめておきたいと思います。 

  ここでお諮りをいたします。本日の委員会はこの程度にとどめたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口茂弘） 異議なしと認めます。 

  本日の予算特別委員会はこれにて散会することに決しました。 

  なお、次回は来週23日月曜日、午前10時から委員会を開きますので、ご参集のほどよ

ろしくお願い申し上げます。本日はお疲れさまでございました。 

  申合せによりまして、本日の現地審査終了時までとしておりました総括質疑及び委員
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会での討論につきましては、総括質疑１名、委員会での討論はなしということで、委員

より通告書の提出があったことをご報告いたします。 

  また、26日の本会議におきましては、討論を予定されている場合は、既に配付してお

ります通告書に議案番号、議案名を記載いただき、24日午後５時までに議長宛てご提出

をお願いいたします。 

  それでは、これにて散会いたします。お疲れさまでした。 

散  会   午前11時16分 

  



１７３ 

 

 

  宇治田原町議会委員会条例第26条の規定によりここに署名する。 

 

 

          予算特別委員会委員長    谷  口  茂  弘 

 


